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第１ 計画の趣旨

１ 計画策定の趣旨

有機農業は農業の自然循環機能を大きく増進し、農業生産に由来する環境への負

荷を低減するものである。近年、有機農業が生物多様性保全や地球温暖化防止等に

高い効果を示すことが明らかになってきており、その取組拡大は農業施策全体及び

農村における国連の持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成にも貢献するものであ

る。

また、有機農業により生産される農産物（以下「有機農産物」という。）やその加

工品（以下「有機食品」という。）の国内市場が拡大するとともに、輸出量も増加し

ており、こうした国内外の有機食品市場に対し安定供給を推進することは、需要に

応じた生産供給や輸出拡大を図る農業政策上において重要である。

静岡県では、平成 18 年（2006 年）12 月に成立した「有機農業の推進に関する法

律」（以下、「有機農業推進法」という。）を踏まえ、平成 21 年（2009 年）２月に、

静岡県有機農業推進計画（以下「推進計画」という。）を策定、平成 26 年３月には

推進計画の改定を行い、有機農業を推進してきた。

国は、令和２年(2020 年)４月に、有機農業の推進に関する施策を総合的かつ計画

的に講じるために必要な基本的な事項を定めた「有機農業の推進に関する新たな基

本方針」を策定した。

また、ＳＤＧｓや環境に対する関心が国内外で高まり、農業生産においても化学

農薬・化学肥料の使用量削減等の環境負荷低減が求められる中、令和３年(2021 年)

５月には「みどりの食料システム戦略」を策定し、令和 32 年(2050 年)に有機農業

の取組面積を耕地面積の 25％に拡大するという目標を掲げた。

本県においても、こうした動きに適切に対応して、有機農業の更なる拡大を図る

必要があることから、これまでの推進計画を見直し、県が取り組む施策を具体的に

示すものである。
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２ 計画の位置付け

本推進計画は、有機農業推進法第７条第１項の規定に基づいて策定するものであ

る。また、「静岡県総合計画」の分野別計画として本県農業の最上位計画に位置づけ

られる「静岡県食と農の基本計画」(令和４年(2022 年)３月策定)に沿った施策別計

画として位置付ける。

【計画の位置付け】

３ 計画期間

令和４年度(2022 年度）から令和 12 年度 (2030 年度）までの９年間とする。な

お、状況の変化に対応するため、５年程度を目処に見直しを行うこととする。

国静岡県の新ビジョン
（県総合計画）

静岡県食と農の基本計画

本県農業の
最上位計画

静岡県民の豊かな暮らしを

支える食と農の基本条例

策定根拠第 9条

有機農業推進法

有機農業の推進に

関する基本的な方針

策定根拠第 7条

＜関連する計画等＞

みどりの食料システム戦略

国

環境と調和のとれた食料システムの確
立のための環境負荷低減事業活動の
促進等に関する法律(仮称)

※第２０８回通常国会(令和４年)に新たな法律案
が提出され、成立後、持続農業法は廃止予定

静岡県有機農業推進計画

静岡県環境保全型農業推進方針

持続性の高い農業生産方式
の導入の促進に関する法律

(持続農業法)

静 岡 県 茶 業 振 興 計 画

静岡県水田農業振興基本計画

静岡県果樹農業振興計画

作
物
別
計
画

静岡県野菜振興基本計画

等
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第２ 有機農業の定義

１ 有機農業の定義

本推進計画において、「有機農業」とは、有機農業推進法第２条に規定される

「化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を

利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減

した農業生産の方法を用いて行われる農業」をいう。

※1エコファーマー:「持続性の高い農業生産方針の導入の促進に関する法律」に基づき県が策定した指針を踏まえて、省令

技術(土づくり及び化学合成農薬・化学肥料の使用削減に関して国が定めた生産方式)の導入計画を立て、
知事又は政令市長の認定を受けた農業者。指針は、投入窒素の総量の上限を定め、化学肥料施用量と化
学合成農薬の延使用回数を県慣行基準から 2～3割削減することを目標とする。

※2特別栽培農産物:化学肥料(窒素成分)の施用量及び化学合成農薬の総使用回数を県の慣行基準から 5割以上削減したこと
を流通事業者等、地域農業に精通したものが確認する仕組み。確認方法や表示方法については、国が定

めたガイドラインに準拠。

本県の農業生産の取組水準概念図

(化学合成肥料・農薬の使用区分別)

【参考】国際基準の有機農業等の定義

◆コーデックス委員会※『有機的に生産される食品の生産、加工、表示及び販売に係るガイドライン』による
と、"有機農業は、生物の多様性、生物的循環及び土壌の生物活性等、農業生態系の健全性
を促進し強化する全体的な生産管理システムである"とされている。
※コーデックス委員会は消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保等を目的に 1963 年に FAO(国際連合食糧農業機関)
及び WHO(世界保健機構)により設置された国際的政府機関。国際食品規格の策定等を行っており日本は 1966 年から加盟。

◆コーデックス委員会のガイドラインに準拠した「有機農産物の日本農林規格(有機 JAS規格)」に
は、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、土壌の性質に由来
する生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した
栽培管理方法を採用したほ場において
・周辺から使用禁止資材が飛来し、又は流入しないように必要な措置を講じている
・播種・種つけ前 2年以上及び栽培中に、化学肥料や化学合成農薬を使用しない
・組換え DNA 技術の利用や放射線照射を行わない
などが記載されている。

有機農産物

(有機 JAS 規格)

国際的に行われている
有機農業の取組水準

による農産物

有機農業推進法に規定された
有機農業の取組水準により、

生産された農産物（非JAS も含む）

エコファーマー※1

認定農業者による
農産物 等

特別栽培農産物※2

防除基準・施肥基準に

基づく標準的な生産活動
(慣行農業)による農産物

化学合成農薬・化学合成肥料の削減

５割以上削減２～3割削減

化学合成農薬不使用
化学合成肥料不使用

本計画の「有機農業」の範囲

ＧＡＰやしずおか認証を通じた適正な農業生産工程管理の取組推進

（食品安全・環境保全・労働安全等の確保）
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第３ 有機農業の推進及び普及の目標に関する事項

１ 本県における取組状況

(1)有機農業の取組面積と取組農業者数

本県における有機農業の取組面積は、平成 28 年(2016 年)の 465ha をピークとし

て、令和元年(2019 年)まで減少傾向だったが、令和２年(2020 年)は増加に転じ

418ha となった。作目別では、茶の占める割合が高く、有機農業推進法施行(平成

18 年(2006 年)12 月)直後は有機農業の全取組面積 197ha のうち、茶が 149ha で約４

分の３を占めていた。次第に水稲、野菜などの取組面積が増加し、令和２年(2020

年)は全取組面積 418ha のうち、茶以外の品目が 220ha と半分以上を占めている。

令和２年(2020 年)調査では、158 の農業者が有機農業に取り組んでいるが、約半

数が 1ha 未満であり、1者あたりの取組規模は小さい。

◆有機農業の取組面積と取組農業者数

静岡県地域農業課調べ

◆令和２年 有機農業の取組農業者数(規模別)

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

197 244 251 256 354 327 373 407 441 465 430 343 318 418

茶 149 174 184 166 196 195 207 209 226 199 242 220 193 198
水 稲 29 41 26 37 93 53 52 119 125 157 102 67 61 146
野 菜 18 27 32 43 46 51 50 58 63 77 66 39 43 56
果 樹 1 2 4 4 14 23 56 15 18 12 11 10 13 11
その他作物 0 0 5 6 6 5 8 6 9 20 9 7 8 8

87 107 114 121 149 154 180 188 206 206 186 159 144 158

栽 培 面 積

取 組 農 家 数

作
目
別
内
訳

(単位:ha、者)

静岡県地域農業課調べ

(単位:戸)
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0
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有機農業の取組面積と取組農業者数

取組面積(ha)
取組農業者数(戸)

ha 戸

0.5ha未満 0.5～1ha 1～2ha 2～3ha 3～5ha 5～10ha 10ha以上 合計

40 35 33 18 12 11 9 158
茶 11 13 15 12 11 4 4 70

水 稲 3 6 5 2 1 5 4 26
野 菜 22 13 11 3 0 1 0 50
果 樹 3 3 2 0 0 1 1 10
その他作物 1 0 0 1 0 0 0 2

規模

農業者数

主
な
生
産
物
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一部の農業者は、有機農業で複数の作目を栽培し

ており、令和２年の取組数はのべ 219 件であった。

そのうち有機ＪＡＳ認証を取得している取組は、

全体では 73 件で３割程度だが、茶では７割以上が

認証を取得している。

(2)有機農産物を購入したことがある人の状況

有機農業で生産された農産物を購入したことがある人の割合は、年によって変動

があるものの、近年は６割近くで推移している。

また、有機農業で生産された農産物を購入したことがある人のうち、７割超が有

機ＪＡＳ認証の表示のある農産物を購入したことがあると回答している。

◆有機農業で生産された農産物を購入したことのある人の割合

調査年 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
有機農産物を購入した
ことのある人の割合(%)

26.2 25.0 30.7 45.7 57.3 51.0 58.7 58.5 60.2 58.7 57.0 

静岡県インターネットモニターアンケート

国際食品規格の策定等を行うコーデックス委員会のガイドラインに準拠した「有機

農産物の日本農林規格(有機 JAS 規格)」の基準に従って生産が行われたことを、第三

者機関が検査し、認証された事業者は、「有機 JAS マーク」を使用し、「有機」「オーガ

ニック」等と表示できる。（認証を受けていない農産物に「有機」「オーガニック」等の表示はできない。）

また、有機 JAS 認証は国家間での有機認証体制の「同等性」が、

ＥＵ加盟国、米国、スイス、カナダ、英国、台湾で承認されており、

これらの国の有機認証と同等のものとして取り扱うことが可能。

有機農産物の日本農林規格(有機 JAS)

JAS 非JAS

茶 75 54 21

水 稲 32 5 27

野 菜 75 10 65

果 樹 23 3 20

その他作物 14 1 13

合計 219 73 146

静岡県地域農業課調べ

◆令和２年 有機農業取組数(作目別)

0

20

40

60

80

100

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

有機農業の生産物を購入したことがある人の割合推移

有機JASの農産物を購入したことがある その他の有機農産物を購入したことがある
※平成26年以前は区分して調査をしていない。

％

41.841.645.042.641.641.239.9

15.217.115.215.917.19.817.4
45.7

30.7
25.026.2
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(3)環境保全型農業直接支払制度を活用した有機農業の推進状況

市町では、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく環境

保全型農業直接支払交付金制度を活用して有機農業等を推進している。

令和２年度には、この交付金を活用する 17 市町のうち 15 市町が有機農業を対象

とした支援を実施している。

◆環境保全型農業直接支払(環境直払)を活用して
有機農業を対象とした支援を実施した市町

＜令和 2年度に支援を実施した市町＞
南伊豆町、沼津市、三島市、函南町、富士宮市
静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、川根本町、
掛川市、磐田市、袋井市、菊川市、浜松市 静岡県地域農業課調べ

■制度趣旨
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(平成 26 年 6月 20 日法律第 78 号)
に基づき、農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るために、
環境保全に効果の高い営農活動に対して支援する。

■対象者
①農業者の組織する団体（複数の農業者等によって構成される任意組織）
②単独の農業者（個人・法人）は、以下のいずれに該当し、市町が特に認める者
・集落の一定割合以上の農地で対象活動を行う農業者
・他の農業者と連携して環境保全型農業の拡大を目指す取組を行う農業者
・複数の農業者で構成される法人（農業協同組合を除く）

■支援内容
化学肥料・化学合成農薬の使用を

県の慣行レベルから原則 5割以上
低減する取組と併せて行う対象取組
(右表参照)に対して支援する。
支援額は国 1/2、県 1/4、市町 1/4

の割合で負担する。

環境保全型農業直接支払制度

交付単価
(10ａあたり)

備考

そば等穀物、飼料作物以外 12,000円

うち、炭素貯留効果が高い取組を追加する場合 14,000円

そば等雑穀、飼料作物 3,000円

4,400円
6,000円
5,400円

(うち、小麦、大麦等) (3,200円)

5,000円
3,000円
800円
800円

4,000円 県特認

取組内容(令和3年度現在)

堆肥の施用(炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用)
カバークロップ
リビングマルチ

草生栽培
不耕起播種(麦、大豆)
長期中干し(水稲)　［14日以上の中干し］
秋耕(水稲)　［主作物の収穫後(秋季)に耕うん］
水稲におけるIPM(総合的病害虫・雑草管理)の実践

有
機
農
業 全

国
共
通
取
組

※平成23年度から平成 26年度までの環境保全型農業直接支払対策として
行われていた化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組への支援
事業が平成 27年度に法制化。

H27 H28 H29 H30 R1 R2

19 20 20 19 19 17
有機農業を対象とした支援を実施 19 20 20 18 15 15

 環境直払を実施した市町
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２ 目標設定の考え方

ＳＤＧｓや環境に対する関心が国内外で高まり、農業生産においても環境負荷低

減が求められている中で、国は「みどりの食料システム戦略」において、2050年に

耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25%（100万ha）に拡大することを目

標に掲げている。

有機農業は、環境への負荷を低減する反面、収穫量や品質が不安定となるなどの

課題があることから、国は2030年までは現場で実践されている技術を普及しつつ、

革新的な技術開発を進めることとしている。県においても、国の基本方針や県内の

有機農業の実情を踏まえ、取組面積の目標を設定する。

また、有機農業の拡大にあたっては、有機農業の価値を評価する消費者意識の醸

成により、国内外の市場を拡大していくことが不可欠であることから、県において

も県民の有機食品の消費拡大を目標に定めていく。

「みどりの食料システム戦略」における
有機農業取組面積の目標達成に向けた取組・技術ロードマップ
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３ 推進及び普及の目標

(1)有機農業の生産に係る目標

国の基本方針では、有機農業の取組面積を令和 12 年(2030 年)に 63 千 ha とする

施策目標を設定している。

県においても、国や市町等と連携した産地づくりを推進するなどして、有機農業

の取組面積を令和 12 年(2030 年)に 820ha に引き上げることを目指す。

目標の実現のため、農業者が有機農業に従事することが円滑にできるよう人材育

成に向けた取組を推進するとともに、有機農業の生産技術の共有化、新技術の開発、

普及を図る。

項 目 基準値[年] 目標値[年]

有機農業の取組面積
[2021 年]

418ha

[2030 年]

820ha

【参考】国の生産の目標

有機農業の取組面積

有機農業者数

[2017 年]

24 千 ha

12 千人

[2030 年]

63 千 ha

36 千人

万 ha「みどりの食料システム戦略」における
有機農業の取組拡大のロードマップ

国は、「みどりの食料システム戦略」

において、2050 年までにオーガニック

市場を拡大しつつ、耕地面積に占める

有 機 農 業 の 取 組 面 積 の 割 合 を

25％(100 万 ha)に拡大することを目標

とした。

2030 年までは、実践技術の体系化と

普及を図ることで、有機農業者の底上

げ・裾野の拡大を図り、63,000ha まで

取組面積を広げるとしている。
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(2)有機食品の消費に係る目標

国の基本方針では、国内外での有機食品の需要見通しに対し、国産の農産物等を

安定的に供給するために、有機食品市場に対する国産シェアを 84％に拡大する施

策目標を立て、この施策目標の実現に向け有機食品を週１回以上利用する消費者の

割合を令和 12 年(2030 年)には 25％に引き上げる取組目標を設定している。

県としても、有機農業に対する消費者の理解の増進、需要の喚起を行い、有機食

品を週１回以上利用する消費者の割合を令和12年(2030年)には25％に引き上げる

ことを目指す。

目標の実現のため、食育、地産地消、農業体験学習又は都市農村交流等の取組を

通じた消費者と有機農業者その他の関係者との交流・連携を促進し、有機農業に対

する消費者の理解の増進、需要の喚起を行う。

項 目 基準値[年] 目標値[年]

有機食品を週１回以上利用する消費者の割合
[2021 年]

14.8％(参考値)

[2030 年]

25％

【参考】国の有機食品需要見通しと消費の目標

有機食品の需要見通し

有機食品市場に対する国産シェア

有機食品を週１回以上利用する消費者の割合

[2017 年]

1,850 億円

約 60％(推計値)

17.5％

[2030 年]

3,280 億円

84％

25％

有機食品の消費状況アンケート
(令和 3 年 11～12 月実施 回答数 325)

令和３年(2021 年)11 月に静岡県地域

農業課が実施したウェブアンケート調

査の結果では、99%の人が「有機」「オー

ガニック」という言葉を知っていたが、

表示に関する規制まで正確に知ってい

るのは 18.5%だった。

また、有機食品の購入や外食等の頻度

は、「気にしたことがない」がもっとも

多く約 4割で、次いで「ほとんど利用し

ない」が 26.8%、「月 1～2 回(月 1 回以

上)」18.8%と続き、週に 1回以上、有機

食品を利用する人は 14.8%であった。
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第４ 有機農業の推進のための施策に関する事項

１ 有機農業の生産拡大に向けた施策

有機農業に取り組む農業者や新たに有機農業を行おうとする者に対し、以下のよ

うな取組を推進し、農業者が有機農業に従事することが円滑にできるよう努める。

(1)有機農業に取り組む人材の育成・支援に関する施策

①有機農業の取組に対する施策

ア 県は、県内の有機農業の取組の実態や、先進的な有機農業の生産者の生産技

術や経営状況等を把握するための調査を行い、調査で得られた情報を有機農業

に取り組む農業者や関係機関・団体等に対して発信する。

イ 有機農業の取組や有機ＪＡＳ制度等について、農業者に指導及び助言を行う

ことのできる指導員の育成、指導員による現地指導、有機農業栽培指針（平成

25 年策定）の見直し等、生産現場における普及指導体制の整備を進める。

ウ 県内の有機農業の生産者や消費者、流通・加工・販売に関わる事業者、企業、

大学、研究機関、行政等の関係者からなるプラットフォームを設立し、会員相

互の交流を通じて、生産技術の共有や、新技術の開発、普及を推進する。

エ 有機農業をはじめとするＳＤＧｓに貢献する取組を行う生産者を認証する

制度を創設し、生産者と実需者・消費者との価値の共有により、生産と消費の

好循環を加速するよう努める。

オ 環境にやさしい栽培技術及び省力化に資する先端技術等を検証し、産地に適

したグリーンな栽培体系への転換、定着を図る農業者等の取組を支援する。

カ 堆肥等生産施設、種子種苗生産供給施設、集出荷貯蔵施設等の共同利用施設

の整備や農業機械の導入等を支援する。

キ 国や市町等と連携して、国際水準の有機農業等に取り組む農業者を、環境保

全型農業直接支払制度の活用等により支援する。

ク 有機農業を行う際に必要な農地の地力向上のために、国が構築を進める土壌

診断データベース等を活用した、科学的データに基づく土づくりを支援する。

②新たに有機農業を行おうとする者に対する支援施策

ア 県は、県内の有機農業の取組の実態や、先進的な有機農業の生産者の生産技

術や経営状況等を把握するための調査を行い、調査で得られた情報を有機農業

に取り組む農業者や関係機関・団体等に対して発信する。【再掲】

イ 新規就農者等が新たに有機農業を開始する際に、販路開拓に資する有機ＪＡ

Ｓ等に関する研修や補助制度に関する情報提供等の支援を行う。

ウ 有機農業に取り組む農業者や関係機関等と連携して、新たに有機農業を行お

うとする者が円滑に有機農業を開始できるよう、就農相談や技術指導等の支援

を行う。

エ 新規就農者等のための経営計画の作成や、就農に向けた研修及び経営の確立

までの支援策等を活用した支援に努める。
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(2)有機農業の産地づくりに関する施策

ア 県は、県内の有機農業の取組の実態や、先進的な有機農業の生産者の生産技

術や経営状況等を把握するための調査を行い、調査で得られた情報を有機農業

に取り組む農業者や関係機関・団体等に対して発信する。【再掲】

イ 有機農業推進のモデル的先進地区を創出を図るため、有機農業の団地化や学

校給食等での利用など、有機農業の生産から消費まで一貫し、農業者のみなら

ず事業者や地域内外の住民を巻き込んで推進する取組の試行や体制づくりな

ど、地域ぐるみで有機農業に取り組む市町等を国と連携して支援する。

ウ 茶をはじめとした海外での有機食品に対する需要の高まりに対応し、生産段

階、加工段階での有機ＪＡＳ認証の取得を促進するなど、有機農産物の産地づ

くりを支援する。

エ 県内の有機農業の生産者や消費者、流通・加工・販売に関わる事業者、企業、

大学、研究機関、行政等の関係者からなるプラットフォームを設立し、会員相

互の交流を通じて、生産技術の習得、集出荷の合理化やロット拡大、販路開拓

等を図り、安定的でニーズに応じた生産や供給体制の整備に努めるとともに、

取組の事例を情報発信する。

オ 人・農地プランの実質化その他の地域の話合いによる有機農業の取組方針の

決定、農地中間管理機構(農地バンク)の借受公募における有機農業ニーズの把

握、耕作放棄地等をまとめて有機 JAS ほ場に転換する試行的取組等を通じ、有

機農業に適した農地の確保、団地化を推進するよう努める。

２ 有機農産物等の消費の拡大に向けた施策

消費者の需要の高度化、多様化に対応し、有機農産物や有機食品の需要を喚起す

るため、販売機会の多様化及び消費者理解の増進等の取組を推進し、消費者や実需

者が容易に有機農産物等を入手できる環境づくりと、有機農業や表示制度に対する

消費者の理解と関心、信頼の確保を図る。

(1)有機農産物の販売機会の多様化に向けた施策

①有機農産物の流通・加工・販売に関する施策

ア 有機農業の取組やその特徴、有機農産物の利用・消費に関して、有機農業者

等と消費者との間の積極的な情報受発信を促進し、インターネットの利活用、

様々な業界との連携による多様な販路の確保が行われるよう支援に努める。

イ 県内の有機農業の生産者や消費者、流通・加工・販売に関わる事業者、企業、

大学、研究機関、行政等の関係者からなるプラットフォームを設立し、会員相

互の交流を通じて、生産者と実需者の間の意見交換や商談の促進、加工需要の

拡大、多様な売り場の確保の実現に向けた取組を推進する。

ウ 茶をはじめとした海外での有機食品に対する需要の高まりに対応し、生産段

階、加工段階での有機ＪＡＳ認証を促進するなど、有機農産物の輸出体制づく

りを支援する。
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②有機ＪＡＳ認証を取得しやすい環境づくり

ア 有機農業の生産者が、取引先のニーズ等を踏まえ、必要に応じ有機ＪＡＳ認

証を容易に取得できる環境づくりとして、農業者、流通・加工・小売事業者な

ど多様な関係者に対し、ＪＡＳ法に基づく有機農産物の日本農林規格（平成 17

年 10 月 27 日農林水産省告示第 1605 号）等の知識の習得及び制度の周知・

活用に向けた講習会等を開催する。

イ 新規就農者等が新たに有機農業を開始する際に、販路開拓に資する有機ＪＡ

Ｓ等に関する研修や補助制度に関する情報提供等の支援を行う。[再掲]

ウ 有機農業の取組や有機ＪＡＳ制度等について、農業者に指導及び助言を行う

ことのできる指導員の育成、指導員による現地指導、有機農業栽培指針（平成

25 年策定）の見直し等、生産現場における普及指導体制の整備を進める。[再

掲]

(2)消費者の理解確保に向けた施策

①消費者の理解と関心の増進に関する施策

ア インターネットを活用した有機農業に関する情報の受発信、資料の提供、研

修会の開催等を通じ、有機農業の有する様々な特徴についての知識の普及啓発

を行うとともに、有機農業により生産される農産物の生産、流通、販売及び消

費に関する情報の提供に努める。

イ ＪＡＳ法に基づく有機農産物の検査認証制度や農産物の表示ルール、ＧＡＰ

や特別栽培農産物の表示ガイドライン等との相違等について、消費者や関係者

への普及啓発に努める。

ウ 有機農業や有機食品に関わる多様な民間事業者等に対し、研修や情報提供を

行うこと等により、有機農業が環境に配慮した消費行動（エシカル消費）につ

ながる取組であることを消費者に分かりやすく伝える者を増やし、消費者の理

解や関心を増進する機会を増やすよう努める。

②有機農業者と消費者の相互理解の増進に関する施策

ア 食育、地産地消、産消提携、農業体験学習、都市農村交流等の活動との連携

や、児童・生徒や都市住民等と有機農業者とが互いに理解を深める取組の推進

に努める。

イ 有機農業の生産者や消費者、流通・加工・販売に関わる事業者、企業、大学、

研究機関、行政等の関係者からなるプラットフォームを設立し、有機農業を活

かして地域振興につなげているモデル的先進地区等、有機農業を地域で支え

る取組事例の共有や、周知を行う。

ウ 有機農業をはじめとするＳＤＧｓに貢献する取組を行う生産者を認証する

制度を創設し、生産者と実需者・消費者との価値の共有により、生産と消費の

好循環を加速するよう努める。[再掲]
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３ 技術の開発と普及の促進

ア 試験研究機関や大学、有機農業者、民間団体等で開発、実践されている様々

な技術情報の収集に努めるとともに、これらの技術を適切に組み合わせる事等

により、地域の気象・土壌条件等に適合し、品質や収量を安定的に確保できる

技術体系の確立や、新技術の導入効果や適用条件の把握に向けた実証試験等に

取り組む。

イ 有機農業の推進に関する研究課題や、有機農業者のニーズを的確に把握し、

試験研究機関や大学、有機農業者、民間団体等における取組に反映させるよう

働きかける。

ウ 地域条件への適合化技術、省エネ技術及び低コスト化や軽労化につながる除

草や防除の機械化技術等に関する研究成果情報の提供に努める。

エ 地域の実情に応じ、試験研究機関、関係機関、有機農業者及び民間団体等と

連携・協力した技術実証や、地域での研修、情報提供等を通じた研究成果の普

及に努めるとともに、農業者に指導及び助言を行うことのできる人材の育成や、

生産現場における指導体制の整備の取組との連携を図る。

(仮称)静岡県有機農業推進プラットフォームイメージ

ＣｈａＯＩプロジェクトＡＯＩプロジェクト

地域別産地づくり協議会

市町

有識者 飲食業
生産者

消費者

・研究機関、大学、NPO

・消費者団体、生協

・レストラン等
・食品メーカー、スーパー等・農業法人、JA等

計画策定・調査、ネットワーキング、産消交流、ビジネスマッチング

県
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